
2020年東京オリンピック・パラリンピック
大会施設工事における労働災害防止対策

2020年東京オリンピック・パラリンピック

競技大会 大会施設工事安全衛生対策協議会

【実施事項】
・ 安全衛生対策の基本方針の決定
・ 対策の実施状況のフォローアップ

2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

大会施設工事安全衛生推進連絡会（平成29年2月設置）

【目的】

・2020年東京オリンピック・パラリンピック大会施設工事の受注元方事業者の店社及び建設現場の

安全衛生管理責任者等を構成員として、大会施設工事の安全衛生対策の促進を図るもの

・各大会施設工事の相互の現場パトロールを通じて、安全衛生に係る取組手法の確認や

災害事例・再発防止対策の検討を行う
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大会施設工事における労働災害防止対策の枠組み
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【実施事項】
・ 競技場内装工事、屋外工事のパトロール
・ 現場作業員の健康確保の取組の確認（健康相談室）
・ 脚立等の比較的低所からの墜落・転落防止対策の討議
・ 以下について構成員に注意喚起

①熱中症対策
②照度を含む適切な作業環境の確保
③屋外工事における重機の転倒及び接触事故防止
④クレーンによる労働災害防止
⑤労働時間の適正管理

令和元年7月12日開催 新国立競技場整備事業現場パトロール

２
連絡会状況

【連絡会開催状況】

連絡会設置（平成29年２月）

海の森水上競技施設整備工事現場パトロール（平成29年７月）

選手村工事現場パトロール（平成29年12月）（仮称）晴海五丁目西地区第一種市

街地再開発事業

有明アリーナ工事現場パトロール（平成30年７月）

有明体操競技場工事現場パトロール（平成30年12月）

新国立競技場整備事業現場パトロール（令和元年7月）


